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3 月議会や 6 月議会の時点でほぼ
明らかになっていたのではない

か。「横領額約 3000万円」はいつ
Ｋ容疑者に伝えたのか。 
告訴しない理由は？ 

３、Ｋ容疑者は事件発覚当初からマ

スコミの取材に対しても犯行を認

めている。その上「横領額約 3000
万円」を公表した時点で横領事実

の証明が可能と見られる。にもか

かわらず、刑事告訴しないのはい

かなる理由か。 
４、「隠し持っていた」とされる１９

２戸分の２連納付書は、いつどこ

で、どのように発見されたのか。 
５、「192戸分」の調査の結果、何戸
分の裏づけ確認が判明し、その被

害総額はどれだけか。 
６、「隠し持っていた」とされる 192

町職員（当時）による 
公金横領事件ならびに 
前税務課長の処分に 
関する質問状 

 私たちは、甲良町議会 6 月定
例会において可決（６月 13日）
された「公金横領事件の早期告

訴ならびに事件の全容解明と再

発防止のための第三者による調

査委員会設置を求める決議」（発

議第 6 号）の趣旨に則り、事件
の全面的な解決と「不正は許さ

ない、誇りの持てる甲良町」に進

み出したと評価できる町政にな

ることを切に願っています。公金

横領事件発覚から、この 8 月 13
日で 7ヶ月が経過し、Ｋ元職員が
当初から一貫して横領事実を自

認しているにもかかわらず、刑事

責任も問われず、逮捕もされない

異常事態が続いています。 
このように、町行政が町民に不

信を与えている事態の時こそ、町

民の代表たる議会が行政への監

視・監督の役割を果たさねばなり

ません。その役割にかんがみ下記

の通り質問します。 

記 
【公金横領事件について】 
１、事件発覚以来、幾度も行われた

当事件に対する質問で被害額は

「捜査の関係上公表できない」と

されてきたが、７月１１日、Ｋ容

疑者にかかわる債権者会議で請

求した甲良町の債権額に合わせ

て「被害額は約 3,370万円」だと
公表された。現在容疑者が逮捕も

されない段階で、被害額を公表し

たことから見えることは、「捜査

の関係上公表できない」とする言

い訳は「着服額の膨大さ」を覆い

隠す意図があったのではないか

と考えられる。見解は。 
3,000 万円の 
出どころ不思議 

２、本年 7月 11日全協において「被
害額 3370 万円」と公表した被害
額の根拠と経過を問われて、「1月
18 日からＫ容疑者を厳しく調査
した金額を積み上げたもの」と説

明された。3370万円の内、調査費
の 370万円を除く約 3000万円は

 前課長の不祥事が報道され、「明るい町にする気持ちがあるのか」との声

が上がります。町民から聞く声は、とんどが「なんで、着服したこと

を認めているのに、何で捕まらんのや！！」と怒りと町政への不信

が入り混じった気持ちが読み取れます。公金横領事件の早期解決は、

当面する町政の最大の課題です。 
 4日、総務民生常任委員会が、①公金横領事件、②前税務課長の地
方公務員法違反処分をテーマに開かれました。これは、山田裕康、

山田充、西澤の３議員連名で開催要請（７月 15日）していたもの。 
 同委員会開催前に同じく 3 議員が共同して北川町長あての質問状
を提出。質問状に沿って質疑・協議をおこないました。この質問状
を紹介します（見出しは編集者）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸分が「真の被害額」の一部

分であると説明されている

が、どのような根拠からなの

か。横領行為の期間、件数は

どれだけか。 
７、刑事上の横領額と民事上の

損害額が必ずしも「同一でな

ければならない」とは限らな

い。よって、損害請求は「真

の被害額」が判明した時点で

毅然とＫ容疑者に請求するべ

きと考える。見解は。 
８、本年６月２４日付回答で第

三者による調査委員会によっ

て行う必要がある旨述べてい

るが、設置時期を明らかにす

べきと考えるが、見解は。 
 
【前税務課長の公務員法違

反行為について】 
１、前税務課長の公務員法違反

行為に関し、「減給 1割 3か月

の懲戒処分」と報道された。

どのような事実を掌握され、

どのように判断した結果の

処分か、明らかにされたい。

ちなみに情報提供者によれ

ば、テニス教室を運営するス

ポーツ施設が設立（平成4年）
されて以来、約 20 年間にわ
たって毎週土曜日テニス教

室のコーチを継続して行っ

ていたと言う。さらに当教室

の登録講師はＡ氏だが、ほと

んど前税務課長が務めてい

た、と聞いている。 
不祥事 

町民に説明ナシ？ 

２、町民も議会も大変関心が強

い町職員（当時）による税金

等横領事件の直接の上司で

全容解明の責任者の処分で

あるにもかかわらず、町民へ

の説明（会見）もなく、議会

にも報告しない理由は何か、明らか

にされたい。 
３、このような時期こそ、町長はじめ

幹部職員が率先して公務員の模範

を示すことが求められています。町

民に信頼され、職員が「全体の奉仕

者」としての役割を発揮できる明る

い町役場をよみがえらせるために

も厳しい処分が必要です。 

職員は「全体の奉仕者」 
兼業禁止規定は、地方公務員法で

定める「全体の奉仕者」の理念を担

保するための中心的条項である。こ

の理念に対する違反行為が、この程

度の軽い処分で済まされるとなれ

ば、公務員のモラル・コンプライア

ンスを保持することがおろそかに

されかねないと憂慮する。処分の

見直しが必要と考えるが、見解は。 
４、このような処分の甘さ、発表の

やり方では、町政における不祥事

が続いている中、「不正は許さな

い」との毅然としたメッセージを

町内外に示そうとする前向きな姿

勢が全く感じられない。連続する

職員の不祥事に対する貴職の認識

の甘さ、危機意識の希薄さを表し

たものと考えるが、見解は。 
 

10 日までの回答を 
上記質問事項に対し、本日の口頭に

よる回答も含め、書面にて１０日ま

でに議会事務局までご返答下さるよ

うお願いします。 
 


